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会社法制定に伴う上場制度等の整備について 
 

平成１８年 ３月２７日 

証券会員制法人 福岡証券取引所 

 

Ⅰ．趣旨 

  本年５月を目途に「会社法」（平成１７年法律第８６号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成１７年法律第

８７号）の施行が見込まれることから、上場制度等について所要の整備を行うこととします。 
 

Ⅱ．概要  

項     目 内        容 備        考 

 

１．上場制度 

 (１)新株予約権無

償割当てにより発

行された新株予約

権証券の取扱い 

 

 

 

 

 

 (２)設立後経過年

数に係る上場審査

基準の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

・新株予約権無償割当てにより発行された新株予約権証券について、

現行の新株引受権証書の制度を引き継ぐ形で上場制度を設けること

とします。 

・上場の対象は、次の①～③を満たす新株予約権証券とします。 

 ①新株予約権無償割当てにより発行されるものであること 

 ②行使期間満了日が割当日後速やかに到来すること（割当日後概ね

２か月以内） 

 ③新株予約権１個の行使により取得される株式の数が１株であるこ

と 

 

・現行の「設立後経過年数」に係る基準に代えて「事業継続年数」に

係る基準を設け、「取締役会を設置してから３年以上継続的に事業活

動をしていること」を新規上場の要件とします。 

 

 

・Ｑ－Ｂｏａｒｄについても、「取締役会を設置してから１年以上継続

的に事業活動をしていること」を新規上場の要件とします。 

 

 

 

※会社法制定に伴い新株引受権証書制度が廃止さ

れることを踏まえ、同様の意図で発行される新

株予約権証券を上場対象とするものです。 

 

・売買単位は、新株予約権の行使により取得され

る株式に係る株券の売買単位と同一とします。 

・その他の売買制度及び決済制度については、現

行の新株引受権証書に係る制度を踏襲します。 

 

 

※会社法では、従来の有限会社が株式会社に統合

されるとともに、株式会社において取締役会が

設置されない場合があることを踏まえた対応で

す。 
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項     目 内        容 備        考 

 

 

 

 

 

 (３)株主資本(純資

産)の額に係る上

場審査基準及び債

務超過に係る上場

廃止基準の見直し 

 

 (４)株式の譲渡制

限に係る上場審査

基準及び上場廃止

基準の見直し 

 

 (５)自己株式の第

三者割当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このほか、新規上場申請者の主要な事業が、他の会社から事業譲渡

により譲り受けたものである場合には、事業譲渡元の会社における

事業活動期間を加算して事業継続年数を算出することができるもの

とします。 

 

・連結貸借対照表に「純資産の部」が設けられることを踏まえ、上場

審査基準及び上場廃止基準における「純資産の額」の定義を見直す

こととします。 

 

 

 

・株式の種類ごとに譲渡制限を課すことができるようになることか

ら、上場申請銘柄又は上場銘柄の譲渡について制限を行っていない

ことを要件とします。 

 

 

・第三者割当に関する規定について以下の見直しを行います。 

 

 

 ①上場前の第三者割当に関する規制の見直し 

・新規公開前の会社による第三者割当に関する規制において、現

行では新株発行の場合のみを規制対象としていますが、自己株

式を第三者に割り当てる場合も規制対象に含めることとしま

す。 

 

 

 ②上場会社による第三者割当に関する報告制度の見直し 

・上場会社による第三者割当に関する報告制度において、現行は、

第三者割当による新株発行のみを報告対象としていますが、自

己株式を第三者に割り当てる場合も報告対象に含めることとし

ます。 

 

※会社分割により事業を承継した場合について

は、既に同様の取扱いとしています。 

 

 

 

・具体的には、純資産の部の合計額から、少数株

主持分及び新株予約権に係る額を控除し、特別

法上の準備金・引当金を加算した額を審査対象

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

※自己株式の処分の手続は、新株発行と同一の手

続に服するものと整理されたことを踏まえたも

のです。 

 

※現行制度では、上場申請日の直前事業年度末の

１年前以後に第三者割当による新株発行を行っ

ている場合は、新規上場申請者と割当先との間

で上場後６か月を経過するまで継続所有する旨

などの確約を行うこととしています。 

 

 

※現行制度では、上場会社が第三者割当による新

株発行を行った場合において、割当先が２年以

内に新株を譲渡したときは、本所は上場会社か

ら報告を受け、譲渡内容を公衆縦覧に供するこ

ととしています。 
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項     目 内        容 備        考 

 

 

 (６)株式無償割当

ての効力発生日 

 

 

 

 (７)上場会社が上

場株券の全部を取

得する場合の取扱

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (８)上場債券に係

る銘柄統合の取扱

い 

 

 

 

・上場株券に係る株主に対して、当該上場株券に係る株式と同じ種類

の株式を割り当てる株式無償割当てを行う場合には、上場会社は、

割当てを受ける株主が確定する日の翌日を当該株式無償割当ての効

力発生日として定めるものとします。 

 

・上場会社が上場株券の全部を取得する場合において、取得と引換え

に当該上場株券に係る株式と異なる種類の株式が株主に交付される

ときは、通常の新規上場の場合よりも簡易な手続きにより当該異な

る種類の株式に係る株券を上場できるよう所要の規定整備を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

・上場社債券の発行者が新たに発行する上場銘柄と同一の内容の社債

券について上場を申請しようとする場合には、その発行方法に応じ

て、有価証券上場申請書又は有価証券変更上場申請書を提出するも

のとします。 

 

 

 

※これにより、株式分割の場合と同様、株券保管

振替制度を利用する株主は、当該効力発生日か

ら新株券を決済物件として利用することが可能

になります。 

 

・この場合において、上場会社により全部取得さ

れた銘柄は上場廃止となります。 

・当該異なる種類の株式に係る株券については、

新規上場日から呼値の制限値幅を適用すること

とします。 

・制度信用銘柄又は貸借銘柄である銘柄が全部取

得される場合において、取得と引換えに交付さ

れる異なる種類の株式に係る株券が上場される

こととなるときは、当該異なる種類の株式に係

る株券について、簡易な手続きにより制度信用

銘柄又は貸借銘柄の選定を行うものとします。 

 

・初期利払日に銘柄統合が行われる銘柄について

は有価証券上場申請書を、即時銘柄統合方式（リ

オープン）によって銘柄統合が行われる銘柄に

ついては有価証券変更上場申請書を提出するも

のとします。 

・上場銘柄と同一の内容の社債券の新規上場手数

料及び年賦課金等については、これを免除する

ものとします。 

・上場社債券以外の上場債券についても、同様の

取扱いとします。 
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項     目 内        容 備        考 

 

２．決済制度 

端株制度採用会社

に係る経過措置への

対応 

 

 

・端株制度採用会社が単元株制度の導入に伴い株式分割を行う際の株

券記載の株式数が読み替えられる株券についてはこれを決済物件と

して利用できないこととします。 

 

 

 

※実務上の混乱を回避する観点からの対応であ

り、これまでも同様の観点から、受託契約準則

において株式併合に伴い株式数が読み替えられ

る株券については、これを決済物件として利用

できないこととしています。 

 

 

３．信用取引制度 

制度信用取引にお

ける権利の処理に関

する見直し 

 

 

①剰余金配当の調整 

・制度信用取引における剰余金の配当の調整は、原則として、金銭

の配当に限って行うこととします。 

 

 

 

 

②権利処理の対象 

・付与された権利の内容につき、権利の行使に付された条件、譲渡

性及び換金可能性等を勘案して権利の処理を行うことが適当でな

い場合は、当該権利の処理を行わないものとします。 

 

 

 

 

・剰余金の配当が金銭の配当以外の場合であって

も、金銭分配請求権が株主に付与され、当該金

銭分配請求権の行使に係る配当財産の額があら

かじめ明示されているときなど配当財産の額の

算定を容易に行うことができるときには、当該

剰余金配当の調整を行うことがあります。 

 

※現行制度において権利処理の対象としている権

利について、会社法においても実質的に権利の

内容が異ならないものは、現行どおり権利処理

の対象とします。 

 

 

４．その他 

 

 

・その他、会社法制定に伴い、所要の見直しを行います。 

 

 

 

Ⅲ．実施時期（予定） 

 会社法等の施行にあわせ、平成１８年５月を目途に実施します。 
 

以   上 


